
N 町の構造

町
奉
行
と
そ
の
政
策

底
本
に
し
て
「
畑
家
文
書
」

嶋
織
部
清
了
（
人
持
組
・

三
0
0
0
石
）

今
石
動
奉
行
【
1
0
8】

い
ま
い
す
る
ぎ
ま
ち
ぷ
ぎ
ょ
う

城
端
町
は
寛
永

一
四
年

[-
六
三
七
]
以
後
今
石
動
町
奉
行
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
。
「
石
動
町
・
西
野
家
文
書
」
を

ま
ち
ぶ
ぎ
ょ
う

「
憲
令
要
略
（
伏
木
図
書
館
蔵
）
」
に
よ
っ
て
歴
代
町
奉
行
を
調
べ
て
み
た
。
初
代
の
篠

け
ん
も
っ

で
、
第
三
七
代
の
前
田
監
物
が
嘉

永
五
年
[
-
八
五
二
]
に
就
任
す
る
ま
で
約
二
七
0
年
間
、

三
七
代
に
わ
た
っ
て
い
る
。

(l
)
 

「
城
端
等
御
印
物
旧
記
」
に
元
禄

一
五
年
[
-
七
0
二
]
第
五
代
篠
嶋
主
馬
に
対
す
る
町
役
人
の
報
告
書
が
あ
る
。
今

石
動
町
奉
行
は
寛
永

一
七
年
[
-
六
四

O
J
よ
り
氷
見
支
配
も
兼
ね
、
町
奉
行
は
篠
嶋
氏
の
世
襲
で
あ
っ
た
が
主
馬
没
後

よ

り

き

あ

し

が

る

廃
止
さ
れ
た
。
町
奉
行
は
原
則
金
沢
で
執
務
す
る
重
職
で
あ
り
、
今
石
動
に
は
与
カ
・
足
軽
が
詰
め
て
い
た
。

(
2
)
 

に
通
告
し
た
。
「
諸
事
御
触
抜
書
」
に

町
奉
行
交
替
の
際
は
、
与
力
が
支
配
下
の
三
町
役
人
（
石
動
・
城
端
・
氷
見
）

は
新
任
奉
行
と
同
名
の
町
人
が
改
名
さ
せ
ら
れ
た
も
の
が
残
る
。

与
カ
・
足
軽
【
1
1
2】

与
力
は
五
ー
六
名
。
足
軽
は
初
期
に
三
0
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
後
に
縮
小
さ
れ
寛
文
元
年
[
-
六
六

―
]
に
は

一
五
名

(
3
)
 

と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
石
動
・
城
端
・
氷
見
旧
記
」
（
金
沢
市
立
図
書
館
蔵
）
に
、
足
軽
の
人
数
・
職
務
な

同
じ
く
享
保

一
0
年

[
-
七
二
五
]

町
奉
行
の
任
務
【
1
1
4】

ど
に
つ
い
て
元
禄
四
年
[
-
六
九

―
]
の
報
告
書
が
あ
る
。

＾
 
ヽ

が
就
任
し
た
の
は
文
禄
二
年

[
-
五
九
三
]

の
文
書
に
よ
れ
ば
、
与
力
は
時
々
支
配
下
の
町
へ
出
張
し
、
町
役
人
か
ら
の
報
告

を
求
め
た
。
ま
た
、
町
人
か
ら
与
力
ヘ
贈
物
を
す
る
者
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
禁
止
し
て
い
る
。

w
町

の

構

造

元
禄
四
年
三
月

前
田
対
馬
殿

柏
木
三
郎
兵
衛

(1
)
城
端
等
御
印
物
旧
記

覚

城

端

村

右
唯
今
迄
城
ケ
端
町
と
申
候
得
共
、
今
度
御
領
国
御

絵
図
御
上
被
成
硼
御
改
被
成
候
。
向
後
右
之
通
末
々

二
而
唱
可
申
旨
被
仰
出
之
間
、
可
被
得
其
意
候
。

御
葬
用
楊

元
禄
十
五
年
十
二
月
二
日

篠
嶋
主
馬
殿

(2
)
諸
事
御
触
抜
書

右
之
通
申
来
候
条
、
被
得
其
意
、
町
中
末

々
迄
被
申

談
、
御
名
二
指
合
申
人
々
早
速
相
改
候
様
二
可
被
申

渡
候
。

享
保
八
年
八
月
十
二
日

今
石
動
城
端
役
人
中

(
3
)
石
動
・
城
端
・
氷
見
旧
記

党

一
、
利
長
様
御
代
私
付
祖
父
篠
嶋
織
部
二
足
軽
三
十

人
被
遊
御
預
候
旨
承
及
候
。
委
細
之
義
ハ
不
存
候
。

一
、
利
常
様
私
祖
父
篠
船
也
前
二
足
軽
…
…篠
島
既
前
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寛
文
八
年

[-
六
六
八
]

い
っ
さ
い

町
奉
行
は
三
町
を
直
接
支
配
し
て
い
た
。
治
安
維
持
・
年
貢
徴
収
・
簡
易
裁
判
・
風
俗
規
制
・
産
業
振
輿
な
ど
、

一
切

の
町
人
生
活
の
指
導
取
締
り
を
し
た
。
こ
の
う
ち
多
く
の
権
限
は
町
役
人
に
委
任
さ
れ
た
が
、
万
治
二
年

[
-
六
五
九
]

(4
)

お
さ
だ
め
が
き

の
「
加
賀
藩
御
定
書
」
に
抽
象
的
な
町
奉
行
の
任
務
に
関
す
る
三
項
目
の
定
書
が
あ
る
。

い
ま
い
す
る
ぎ

ま
た
、
町
奉
行
の
任
務
に
つ
い
て
「
石
動
西
野
家
文
書
（
今
石
動
御
用
方
帳
）
」
に
は
四
つ
の
勤
務
内
容
が
書
記
さ
れ

て
い
る
。
①
勤
務
地
・
役
屋
敷
に
つ
い
て
、

②
奉
行
の
出
張
勤
務
な
ど
に
つ
い
て
、

③
与
カ
・
足
軽
の
勤
務
に
つ
い
て
、

加
賀
藩
は
農
政
に
つ
い
て
は
改
作
法
な
ど
特
徴
の
あ
る
政
治
を
行
っ
た
が
、
町
政
の
面
で
の
政
策
は
な
か
っ
た
。
財
政

基
盤
は
農
村
に
あ
っ
て
、
農
民
の
年
貢
に
依
存
し
た
た
め
詳
細
な
規
定
を
つ
く
つ
て
取
り
締
ま
っ
た
が
、
藩
政
初
期
か
ら

金
沢
・
高
岡
・
富
山
な
ど
の
城
下
町
の
外
に
、
貨
幣
経
済
の
普
及
に
よ
る
数
多
く
の
町
が
成
立
し
た
。
そ
こ
に
住
む
町
人

の
資
本
は
領
国
経
済
を
左
右
す
る
ほ
ど
力
を
蓄
え
た
が
、
藩
の
基
本
方
針
は
相
変
わ
ら
ず
農
政
本
位
で
あ
っ
た
。

町
人
取
締
り
の
要
目
【
1
1
7】

藩
は
寛
文
の
こ
ろ

[-
六
六
五
ご
ろ
]

よ
り
あ
い
じ
ょ

か
ら
町
政
の
面
で
も
町
人
取
締
り
の
方
針
を
寄
合
所
で
決
定
し
、
藩
主
の
名
で

(
5
)
 

公
布
し
て
い
っ
た
。
三
回
の
法
令
が
残
っ
て
い
る
。
①
「
御
定
書
」
の
万
治
二
年

[
-
六
五
九
]
六
月
の
町
人
に
対
す
る

(
6
)
ご
い
ん
う
つ
し

生
活
全
般
に
関
す
る
規
律
文
書
。
②
「
御
印
写
（
城
端
町
役
場
蔵
）
」
の
寛
文
七
年
[
-
六
六
七
]
正
月
の
宿
場
町
と
し

て
の
城
端
へ
の
荷
物
運
搬
・
運
賃
な
ど
の
特
別
制
定
文
書
。
③
「
御
定
書
」

め
た
文
書
で
あ
る
。

こ
う
さ
つ

ま
た
、
治
安
維
持
に
関
す
る
も
の
と
し
て
「
城
端
町
古
文
書
」
に
、
密
告
を
奨
励
し
た
高
札
文
が
あ
る
。

町
奉
行
の
政
策
【
1
2
3】

ぜ

ん

じ

一
月
八
日
、
漸
次
公
布
さ
れ
た
法
令
が
二
四
か
条
に
整
理
さ
れ
、
篠
嶋
豊
前
に
よ
っ
て
公
布

④
奉
行
所
の
任
務
に
つ
い
て
、

藩
の
町
政
【
1
1
6

で
あ
る
。

の
寛
文
八
年
七
月
の
町
人
の
風
俗
習
慣
を
戒

寛
文
七
年

横
山
左
衛
門

(
4
)
加
賀
藩
御
定
書

一、

町
奉
行
た
る
者
ハ
廉
直
を
い
た
す
へ
し
、
若
以

贔
負
善
悪
を
混
せ
ハ
甚
以
可
為
越
度
事
…
…
。

一
、
与
力
同
心
之
者
共
是
又
定
之
外
微
小
之
者
た
り

共
、
一
切
受
用
す
へ
か
ら
す
万
事
贔
負
を
存
せ
す
、

順
踏
二
沙
汰
い
た
す
へ
き
事

一
、
支
配
之
侍
共
…
…

(5
)
御
定
書
銘

一
、
不
依
昼
夜
人
馬
手
つ
か
へ
不
申
、
往
還
無
滞
様

常
々
堅
可
申
付
候
。
駄
貨
銀
荷
物
貰
目
公
義
可
為
御

定
事
。

一
、
自
然
於
町
中
喧
嘩
仕
者
有
之
候
事
、
…
…

一
、
町
中
火
之
用
心
並
夜
番

亭
主
番
無
油
断
：
…
•

万
治
二
年

(
6
)
御
印
写
定

一
、
人
売
買

一
円
被
停
止
詑
。
若
猥
之
輩
於
在
之

者
、
其
軽
重
を
わ
か
ち
、
或
死
罪
籠
舎
、
或
可
為
過

銭
事
。
一
、
手
負
た
る
者
か
く
し
置
へ
か
ら
さ
る
事
。

一
、
壱
駄
荷
四
拾
貫
目
た
る
へ
し
。
四
拾
貰
目
よ
り

お
も
き
荷
物
ハ
秤
に
か
け
・
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w 町の構造

が
ん
も
く

町
人
の
家
業
が
永
続
す
る
こ
と
を
眼
目
に
、
享
保

―
二
年

で
あ
い

し
、
寛
文
八
年
法
令
で
は
既
に
賭
勝
負
、
出
会
宿
、
婚
姻
時
の
悪
習
な
ど
に
つ
い
て
禁
止
し
て
い
た
。

て
の
厳
格
な
手
続
き
を
定
め
て
い
る
。

こ
。
t
 

売
買
な
ど
町
人
生
活
の
全
般
が
規
制
さ
れ
た
。

[
―
七
二
七
]

か
ぎ
ょ
う
ゆ
だ
ん
な
く
せ
い
に
い
り
あ
い
つ
と
め

の
法
令
で
家
業
無
油
断
精
二
入
相
勤
と

（
以
下
「
寛
文
八
年
法
令
」
と
い
う
。）
さ
れ
た
。
藩
主
や
侍
に
対
す
る
町
人
の
態
度
、
治
安
維
持
、
旅
行
手
続
、
家
の

(7
)
 

こ
の
究
文
八
年
法
令
は
、
そ
の
後
町
奉
行
の
政
策
の
基
本
と
な
り
、
新
た
な
法
令
が
出
さ
れ
た
後
も
「
城
端
町
役
場
所

(
8
)
 

蔵
文
書
」
や
「
城
端
古
文
書
」
の
よ
う
に
、
こ
の
法
令
を
前
提
に
し
て
織
り
込
ま
れ
た
。

き
ょ
う
け
い

「
城
端
町
旧
記
」
の
寛
文
八
年
の
法
令
で
は
、
町
人
は
藩
主
や
家
臣
た
ち
に
恭
敬
の
態
度
を
と
る
よ
う
要
求
し
て
い

か
さ

い

ま

し

る
。
ま
た
、
商
人
と
侍
の
取
引
に
お
い
て
も
権
力
を
笠
に
き
た
行
為
を
戒
め
、

一
般
の
商
習
慣
を
求
め
て
い
る
。

(
9
)

ふ
た
っ
し
ょ

「
城
端
古
文
書
」
に
は
享
保

一
0
年

[
-
七
二
五
]
及
び

―一

年
の
町
奉
行
の
布
達
書
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
侍
の

二
七
]

買
掛
代
金
が
こ
げ
つ
き
に
な
る
こ
と
が
多
か

っ
た
よ
う
で
、
特
に
武
士
と
の
売
買
を
規
制
し
て
い
る
。
翌

―二
年

[
-
七

お
く
が
き
し
ょ
う
に
ん

の
同
文
書
で
は
、
侍
に
対
す
る
貸
付
は
町
奉
行
の
奥
書
承
認
以
外
は
禁
止
さ
れ
、
さ
ら
に
厳
重
な
制
約
と
な
っ

治
安
の
維
持
・
訴
訟
【
1
2
6】

(10) 
寛
文
八
年
法
令
に
は
最
も
重
要
な
治
安
維
持
の
条
項
が
あ
り
、
享
保

―二
年

[
-
七
二
七
]

ま
た
、
元
禄
二
年

[
-
六
八
九
]

と
し
て
取
り
扱
っ
た
も
の
が
あ
る
。

風
俗
取
締
り
【
1
2
8】

の
法
令
に
は
訴
訟
に
つ
い

に

ん

べ

つ

あ

ら

た

い

っ

か

ん

の
「
城
端
町
古
文
書
」
覚
書
と
し
て
、
浪
人
に
対
す
る
取
締
り
を
人
別
改
め
の

一
環

経
済
生
活
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
【
1
2
7】

(11
)
 

寛
文
八
年
法
令
に
、
売
買
・
質
入
れ
・
貸
借
な
ど
に
関
す
る
条
項
が
あ
る
。
家
の
売
買
時
の
手
続
き
と
し
て
、
両
者
と

も
に
身
元
を
改
め
ら
れ
、
両
隣
の
者
と
組
合
頭
立
会
い
で
境
を
決
定
す
る
と
い
う
慎
重
な
方
法
を
と
っ
た
。
貸
借
に
つ

い
て
は
公
定
利
息
を
超
え
る
こ
と
を
禁
じ
、
質
屋
に
つ
い
て
も
利
息
や
質
物
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

元
禄
時
代
の
町
の
繁
栄
に
よ
り
町
人
の
生
活
が
華
美
に
な
っ
た
よ
う
で
、
享
保
ご
ろ
に
は
引
き
締
め
る
必
要
が
あ
っ
た

享
保
十
年

三
ケ
所
役
人
共

九
郎
右
衛
門
＠

(
7
)
城
端
町
役
場
所
蔵
文
書

諸
事
笹
嶋
故
豊
前
被
定
爵
、
山
崎
九
郎
右
衛
門
加
奥

害
被
申
渡
候
通
、
無
相
違
相
守
加
申
事

(
8
)
城
端
古
文
書

諸
事
篠
嶋
豊
前
定
置
之
通
無
相
違
相
守
可
申
事

富
田
次
太
夫

党
保
二
年
四
月

(
9
)
城
端
古
文
書

此

寛
文
八
年
篠
嶋
故
豊
前
定
害
之
内
、
御
預
足
軽
並
家

来
之
者
町
方
二
而
買
懸
仕
代
銀
不
済
者
有
之
候
…
…

一
、
手
前
為
同
事
相
調
候
品
代
銀
、
盆
前
十
二
月
切

可
及
沙
汰
候
間
、
七
月
中
翌
年
正
月
迄
之
内
万

一
払

残
等
有
之
剋
…
…

(10)

城
端
町
旧
記

一
、
往
来
人
其
外
於
其
町
二
狼
藉
者
有
之
ト
キ
ハ
、

即
時
二
此
方
へ
可
申
越
候
…
…

一
、
往
来
人
其
外
行
衛
不
知
者

一
夜
ノ
外
宿
貸
申
間

敷
事
。

一
、
町
中
二
手
負
殺
害
人
自
害
人
並
二
行
衛
不
知
死

人
於
在
之
ハ
、
即
時
此
方
へ
可
相
断
事
。

寛
文
八
年

(11)

城
端
町
旧
記

一
、
家
売
申
者
有
之
二
付
而
ハ
、
其
町
中
ヨ
リ
買
人

手
前
令
吟
味
、
悔
成
請
人
ヲ
可
取
骰
候
。
其
上
彼
者

•••••• 
一
、
質
屋
方
質
物
ヲ
取
候
ハ
ハ
、
御
定
ノ
利
足
ニ
テ

請
人
ヲ
取
骰
ヘ

シ。

…
…

一
、
町
中
金
銀
米
銭
以
下
質
物
御
定
ノ
利
足
ヨ
リ
高

利
二
貸
シ
申
間
敷
事
。

党
文
八
年

(12)
城
端
町
旧
記

一
、
町
人
家
業
無
油
断
精
二
入
相
勤
、
応
分
限
勝
手

入
用
相
考
、
致
勘
略
、
取
統
可
申
事

享
保
十
二
年
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を
命
じ
て
い
る
。

防
火
と
消
火
【
1
3

4】

る
。

を
戒
め
て
い
る
。

よ
う
だ
。
享
保

―二
年

[
-
七
二
七
]

た

の

も

し

こ
う

ね

ん

き

ほ

う

じ

ち

そ

う

の
町
奉
行
の
覚
書
に
、
頼
母
子
講
や
年
忌
法
事
の
際
の
ご
馳
走
な
ど
華
美
な
風
習

(13
)
 

文
政
三
年

[
-
八
二
0
]
藩
は
財
政
難
を
切
り
ぬ
け
る
た
め
に
、
万
事
節
約
の
方
針
を
た
て
て
令
達
し
た
。
「
城
端
町

じ
ゅ
ん
し
ゅ

役
場
蔵
文
書
」
に
出
丸
町
組
合
頭
が
提
出
し
た
方
針
を
遵
守
す
る
と
い
う
誓
約
書
が
あ
る
。

町
人
に
対
す
る
教
戒
【
1

3
1
】

ぶ
つ
の
う

貨
幣
経
済
の
進
出
は
物
納
年
貢
を
中
核
に
し
た
封
建
社
会
に
動
揺
を
起
こ
し
た
。
そ
の
た
め
藩
は
経
済
を
動
か
し
て
い

る
町
人
に
対
す
る
警
戒
を
し
、
時
に
は
道
徳
的
教
戒
を
加
え
た
。

(
14
言
厨
厨
（
洲
崎
哲
二
氏
蔵
）
に
あ
る
文
化
六
年
[
-
八
0
九
]

の
町
奉
行
篠
原
頼
母
が
町
中
へ
申
し
渡
し
た
も
の

に
、
忠
孝
を
重
ん
じ
家
業
に
励
む
を
人
倫
の
第

一
な
ど
と
し
て
九
項
目
に
つ
い
て
指
導
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
性
質

上
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
具
体
的
な
成
果
は
困
難
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
藩
は
庶
民
の
孝
行
の
徳
を
重
視
し
、
孝
行
者

(15
)
 

の
表
彰
制
度
を
採
っ
た
。
「
城
端
町
有
文
書
」
に
町
奉
行
藤
田
弾
正
が
孝
行
者
の
調
査
を
町
組
合
頭
に
命
じ
た
も
の
が
残

た
い
せ
い

町
は
家
が
密
集
し
て
い
て
火
災
の
危
険
が
多
か
っ
た
た
め
、
防
火
・
消
火
態
勢
の
整
備
が
特
色
で
あ
っ
た
。
元
禄
五
年

[
―
六
九
二
]
に
町
奉
行
篠
嶋
豊
前
が
定
め
た
「
城
端
町
火
之
用
心
な
ど
申
渡
条
数
」
が
永
く
猫
末
ま
で
用
い
ら
れ
た
。

(16
)

（

17
)

だ

い

が

「
城
端
町
有
文
書
」
、
「
御
印
写
」
、
「
城
端
町
役
場
蔵
文
書
」
な
ど
で
も
、

町
奉
行
の
代
替
わ
り
ご
と
に
改
め
て
そ
の
遵
守

こ
れ
ら
の
申
渡
し
に
お
い
て
、
防
火
の
た
め
の
大
夜
廻
り

・
小
夜
廻
り
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
大
風
の
吹
く
時
に
は

防
火
態
勢
が
特
に
厳
重
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

文
政
三
年

町
役
人
衆
中

(13)
城
端
町
役
場
蔵
文
書

今
般
御
省
略
等
御
也
立
御
請
上
申
帳

…
…
時
々
逐
詮
義
可
申
旨
、
並
町
方
風
俗
何
分
古
ヘ

立
婦
、
万
事
質
素
二
い
た
し
、
家
業
相
励
可
申
旨
等

今
度
御
行
立
を
以
…
…

(14
)
袖
鑑
町
中
江
申
渡

一
、
忠
孝
ハ
人
た
る
者
之
常
二
心
懸
可
申
事
二
而
、

御
掟
第

一
之
俄
二
候
処
、
貧
餞
之
者
ハ
難
守
様
…
…

一
、
近
年
町
中
指
引
方
等
之
俄
二
付
、
諸
願
方
非
義

之
願
多
有
之
鉢
二
候
…
…

（以
下
七
項
目
省
略
）
町
奉
行
篠
原
頼
母
＠

文
化
六
年

(15
)
城
端
町
有
文
書

支
配
所
之
者
共
之
義
、
人
逍
を
相
守
廉
直
二
可
有
之

旨
、
先
達
而
書
立
を
以
申
渡
候
通
二
候
。
然
ハ
孝
行

を
専
二
上
ヲ
敬
下
を
慇
、
類
族
和
順
二
相
親
可
申
義

．．．．．． (16
)
城
端
町
有
文
書

城
端
町
火
之
用
心
並
火
事
之
剋
之
倣
二
付
申
渡
条
数

一
、
町
中
常
々
火
之
用
心
心
可
仕
候
。

一
、
火
之
用
心
昼
夜
火
之
番
之
者
ヨ
リ
夫
々
…
…

一
、
大
風
吹
申
時
分
者
、
家
々
之
前
二
は
し
こ
…
…

町
奉
行
笹
嶋
豊
前

元
禄
五
年

城
端
役
人

今
石
動
御
奉
行
所

出
丸
町
組
合
頭

町
奉
行
藤
田
弾
正

(17)

城
端
町
役
場
蔵
文
書

火
事
防
之
俄
二
付
書
立
二
御
奥
害
を
以
被
為
仰
渡
候

御
請
帳

此

一
、
町
印
挑
灯

（以
下
略
）

右
紙
面
之
通
、
町
中
之
者
共
へ
常
々
…
・
:
城
端
肝
煎
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わ
き
ざ
し

「
要
用
記
に
よ
る
と
、
町
年
寄
が
公
用
で
他
出
す
る
時
は
下
人
に
は
脇
差
を
さ
さ
せ
、
雨
天
時
に
は

あ

か

が

っ

ば

ね

ん

と

う

せ

っ

く

き

ち

じ

お

ん

れ

い

赤
合
羽
の
着
用
が
許
さ
れ
た
。

ま
た
、
年
頭
や
五
節
句
•
吉
事
御
礼
の
際
に
は
今
石
動
奉
行
所
に
出
頭
し
た

。

お
う
ら
い

ら
の
往
来
が
御
式
台
御
玄
関
か
ら
上
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

（
畑
家
文
書
）
」

中
式
台
か

町

年

寄
【
1
4
7】

町
年
寄
役
は
「
要
用
記
」
や
「
河
内
屋
留
帳
」
な
ど
に
諸
説
が
あ
る
が
、
寛
文
五
年
[
-
六
六
五
]
又
は
六
年
に
初
め

む
り
ょ
う
ぎ
ん

て
任
命
さ
れ
た
。
最
初
は
五
名
だ
っ
た
が
後
に
は
四
名
が
通
例
と
な
っ
た
。
待
遇
は
当
初
無
料
銀
で
あ
っ
た
が
、
元
禄
八

の
き
や
く

年

[
-
六
九
五
]
に
軒
役

一
軒
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
藩
に
年
頭
御
礼
を
す
る
習
慣
が
あ
り
、
天
保
五
年
[
-
八

た
い
え
き

三
四
]
か
ら
は
功
績
の
あ
っ
た
退
役
町
年
寄
を
町
年
寄
格
と
し
て
待
遇
し
て
い
た
。

追
及
を
申
し
渡
し
、
町
役
人
ら
か
ら
御
請
判
形
を
と
っ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
く
元
禄
四
年
[
-
六
九

―
]

を
添
申
さ
せ
る
な
ど
、

相
当
の
財
産
の
あ
る
者
を
選
任
さ
せ
て
い
た
。

(20)
お
ぼ
え
が
き

―二
月
の
申
渡
覚
書
で
は
、

町
役
人
と
そ
の
任
務

町
役
人
・
諸
役
人
【
1
4
1】

は
公
平
に
）

二、

[
―
六
八
九
]
と
明
和
二
年

[
―
七
六
五
]

お

こ

た

よ

う

し

ゃ

町
役
人
が
任
務
を
怠
る
時
は
容
赦
な
い
責
任

今
石
動
奉
行
所
支
配
下
の
三
町
に
は
町
役
人
が
お
か
れ
、
各
町
の
運
営
に
当
た
っ
て
い
た
。

ま

ち

と

し

よ

り

ま

ち

き

も

い

り

さ

ん

よ

う

き

き

つ

か

さ

ど

れ
、
町
年
寄
、
町
肝
煎
、
算
用
聞
の
三
役
が
町
政
全
般
を
司
り
、

(18) 

「
畑
家
文
書
」
に
元
禄
二
年

町
役
人
は
町
人
か
ら
選
ば

町
内
毎
に
組
合
頭
が
お
か
れ
た
。

の
諸
役
人
名
書
上
申
帳
が
あ
り
、

重
要
な
産

業
・
商
売
の
業
種
ご
と
に
代
表
者
が
任
命
さ
れ
て
統
制
さ
れ
て
い
た
。

(19
)

れ
ん
ば
ん

「
城
端
町
旧
記
」
に
、
元
禄
六
年
[
-
六
九
三
]
三
役
の
連
判
を
も
っ
て
藩
に
町
役
人
の
義
務
（
命
令
に
忠
実
に
施
策

も
う
し
わ
た
し

に
つ
い
て
請
状
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
寛
文
八
年
[
-
六
六
八
]
奉
行
か
ら
の
申
渡
状
か
ら
は
、
三
役

人
は
毎
月
二
度
の
定
例
日
に
集
会
し
、
合
議
に
よ
っ
て
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
く
元
禄
二
年

[
-
六
八

九
]
の
申
渡
し
に
対
す
る
請
状
か
ら
、
藩
は
町
役
人
の
自
主
的
選
任
に
ま
か
せ
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
そ
の
者
の
不
動
産

元
禄
四
年
十
二
月

城
端
町
年
寄

(20)
城
端
町
旧
記

町
方
御
用
之
筋
申
渡
伐

一、

夫
々
肝
煎
手
前
二
而
了
簡
仕
奥
書

一
、
町
肝
煎
定
之
通
了
簡
仕
奥
行

（以
下
略
）

右
念
を
入
御
用
之
筋
町
中
出
入
等
致
瞼
儀
格
、
難
心

得
義
ハ
罷
越
且
又
杏
付
等
可
出
：
…
•

元
禄
六
年

篠
嶋
豊
前

(18)
畑
家
文
書

城
ケ
端
町
御
用
懸
之
者
共
其
外
所
久
敷
町
人
何
代
居

住
仕
品
並
役
義
二
為
仰
付
候
年
数
書
上
申
御
帳

元
禄
二
年

(19)
城
端
町
旧
記

御
吟
味
二
付
申
上
候

一
、
私
共
城
ケ
端
役
人
二
被
為
仰
付
置
候
処
、
諸
事

町
中
下
々
等
二
至
迄
諸
縮
之
品
々
疎
略
二
相
勤
、
仲

間
中
相
相
談
之
時
分
互
二
違
乱
を
立
、
…
…
城
端
町
年
寄
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町
年
寄
の
家
格
【
1
4
8】

ゆ

い

し

よ

い

え

が

ら

町
年
寄
は
由
緒
あ
る
家
柄
か
ら
選
ば
れ
る
の
が
例
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
も
天
正
年
代
[
-
五
七

0
年
代
]
に
城
端
へ
出
た
草
分
け
町
人
で
、
黒
田
屋
と
野
尻
屋
は
絹
商
。
き
ぬ
屋
と
河

内
屋
は
絹
商
・
貸
方
で
あ
り
、
経
済
的
に
も
栄
え
て
い
た
。
家
屋
敷
も
堂
々
と
し
た
も
の
で
、
き
ぬ
屋
ニ―

六
歩
を
筆
頭

に
、
黒
田
屋

一
八
六
歩
、
野
尻
屋

一
八
七
歩
な
ど
と

一
般
町
人
の
数
倍
に
及
ん
で
い
る
。
な
お
、
「
元
禄
六
年
品
々
帳
」

た
い
て
ん

に
見
ら
れ
な
い
大
鋸
屋
次
兵
衛
は
元
禄
六
年
[
-
六
九
三
]
ま
で
に
退
転
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

町
年
寄
の
任
務
【
1
5
3】

町
年
寄
は
藩
と
町
奉
行
に
絶
対
の
忠
誠
と
町
民
へ
の
公
平
を
要
求
さ
れ
、
町
肝
煎
や
算
用
聞
等
を
指
揮
監
督
す
る
責
任

(22)

せ
い
し
ま
え
が
き

を
負
わ
さ
れ
た
。
「
要
用
記
（
畑
家
文
書
）
」
に
享
保

一
0
年

[
-
七
二
五
]
制
定
の
誓
詞
前
書
の
書
式
が
あ
っ
て
、
町
年

寄
り
の
責
任
を
明
白
に
し
て
い
る
。
代
々
の
町
年
寄
は
同
文
の
誓
詞
を
提
出
す
る
例
と
な
っ
て
い
た
。

(23) 

「
寛
文
享
保
書
付
」
の
享
保

一
九
年
[
-
七
三
四
]
三
月
の
も
の
に
、
町
年
寄
の
勤
務
に
つ
い
て
詳
細
に
し
て
い
る
。

町
年
寄
は
毎
月
当
番
が
定
め
ら
れ
、
当
番
宅
へ
毎
月
二
回
、
肝
煎
．
鉢
用
聞
・
組
合
頭
を
集
め
て
全
般
に
つ
い
て
協
議
す

る
ほ
か
は
、
全
て
肝
煎
以
下
の
町
役
人
に
事
務
を
任
せ
て
い
た
。
町
年
寄
は
藩
に
対
す
る
責
任
の
み
が
重
視
さ
れ
、
行
政

肝

煎

【
1
5
6】

き
も
い
り

町
肝
煎
は
町
年
寄
よ
り
も
は
る
か
に
古
く
、
城
端
創
建
か
ら
当
然
お
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
天
正
か
ら

寛
永

一
六
年
[
-
六
三
九
]

慶
長
、
元
和
頃
に
つ
い
て
は
そ
の
名
は
分
か
ら
な
い
。

町 面
で
は
町
民
と
の
接
触
は
少
な
か
っ
た
。

の
最
初
に
任
命
さ
れ
た
五
人
の
家
を
拾
っ
て
み
る
と
、
四
軒
が
見
出
せ
る
。

(21
)
 

「
元
禄
六
年
品
々
帳
」

か
ら
寛
文
五
年

の
「
分
米
等
改
帳
」
に
寛
永

二
二
年

[
-
六
三
六
]
（
城
端
を
宿
並
取
扱
）

[
―
六
六
五
]

に
二
名
が
任

じ

し

ま

い

命
さ
れ
、
以
来
常
に
二
名
の
町
肝
煎
が
在
任
し
て
い
た
。
そ
の
待
遇
は
当
初
軒
役

一
軒
役
免
除
、
家
屋
敷
地
子
米
免
除

き
ゅ
う
ぎ
ん

で
、
給
銀
は
不
明
だ
が
寛
文
六
年
[
-
六
六
六
]
の
帳
面
に
よ
る
と
恩
米
と
い
う
名
義
で
若
干
の
米
が
支
給
さ
れ
た
ら

享
保
十
九
年
三
月

今
石
動
御
奉
行
所

(21)
元
禄
六
年
品
々
帳

一
、
年
弐
拾
五
黒
田
屋
小
左
衛
門

一、

年
七
拾
九
野
尻
屋
新
右
衛
門

一
、
年
四
拾
壱
き
ぬ
や
宗
兵
衛

一
、
年
四
拾
八
河
内
屋
市
郎
右
衛
門

(22)
要
用
記

町
年
寄
誓
詞
御
前
書
之
写

一
、
奉
対
御
公
條
並
御
奉
行
様
二

御
後
く
ら
き
義
…

一、

於
町
中
浪
人
其
外
町
方
之
者
不
行
跡
悪
…
…

一
、
御
用
御
隠
密
之
義

一
切
他
言
仕
間
敷
候
：
…
•

一
、
御
側
近
キ
面
々
様
ハ
勿
論
、
御
付
与
力
…
…

（
他
一
項
目
省
略
）

享
保
十
年

(23)
寛
文
享
保
書
付

町
年
寄
勤
方
之
品
害
上
申
帳

一
、
御
巡
見
御
上
使
様
御
通
り
之
剋
ハ
…
…

一
、
町
中
之
者
宗
門
紛
敷
義
無
御
座
様
二
常
々
…
…

（
中
略
）

右
ハ
私
共
勤
方
之
様
子
可
申
上
旨
就
被
仰
渡
害
上
申

候
。
以
上
。

城
端
町
年
寄
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明
確
に
さ
れ
た
際
に
、
そ
の
労
に
報
い
る
意
味
で
諸
役
免
許
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

）

そ

う

だ

い

町
肝
煎
は
寛
永

一
三
年
[
-
六
三
六
]
か
ら
、
藩
主
が
在
国
の
時
は
、
城
端
町
惣
代
肝
煎
と
い
う
名
目
で
代
表

一
人
が

び

き

も

ん

め

年
頭
御
礼
に
出
頭
す
る
例
に
な
っ
た
。
御
礼
金
は
一

0
0
疋
を
献
上
し
て
い
た
が
、
後
に
は
銀
に
換
算
し
て

一
六
匁
を

献
納
す
る
例
で
あ
っ
た
。

町
肝
煎
の
家
格
【
1
5
8】

一
例
と
な
る
文
書
を
掲
載
す
る
。

(26) 

町
肝
煎
も
町
年
寄
と
同
様
に
由
緒
・
経
済
力
の
あ
る
町
人
か
ら
選
ば
れ
た
。「
元
禄
六
年
品
々
帳
」
に
よ
る
と
、
寛
永

一
七
年
[
-
六
四

O
J
に
任
命
さ
れ
た
野
谷
屋
、
明
暦
元
年
[
-
六
五
五
]
任
命
の
黒
田
屋
、
寛
文
元
年
[
-
六
六
―
]

任
命
の
板
倉
屋
の
名
が
見
ら
れ
る
。
寛
永

一
三
年

[
-
六
三
六
]
に
任
命
さ
れ
た
吉
田
屋
と
島
田
の
両
人
は
既
に
姿
を
消

元
禄
六
年
[
-
六
九
三
]
当
時
の
町
肝
煎
で
あ
る
浜
屋
・
紙
屋
・
黒
田
屋
の
詳
細
を
引
用
記
載
す
る
。
い
ず
れ
も
天
正

く

さ

わ

ぶ

す

う

年
代
[
-
五
七
0
年
代
]
に
来
住
し
た
草
分
け
町
人
で
、
屋
敷
の
歩
数
は

一
0
0
歩
に
満
た
な
い
が
町
平
均
歩
数
の
数
倍

で
あ
る
こ
と
は
町
年
寄
と
同
様
で
あ
っ
た
。

町
肝
煎
の
任
務
【
1
6
1】

(27) 

町
肝
煎
も
任
命
の
際
に
誓
詞
を
提
出
し
た
が
、
本
文
も
案
文
も
残
っ
て
い
な
い
。
任
務
に
つ
い
て
は
「
寛
文
享
保
書

付
」
の
享
保

一
九
年
[
-
七
三
四
]
三
月
に
町
肝
煎
勤
方
之
品
書
上
申
帳
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
町
年
寄

ま

ん

ぞ

う

わ

り

ふ

し

ゅ

う

も

ん

あ

ら

た

め

に

ん

ぺ

つ

あ

ら

た

め

を
補
佐
す
る
と
と
も
に
、
年
貢
や
役
銀
の
収
納
、
万
雑
の
割
符
、
宗
門
改
・
人
別
改
な
ど
の
戸
籍
事
務
、
登
記
事

務
、
藩
へ
の
上
申
取
次
、
訴
訟
の
裁
断
な
ど
、
常
時
町
政
全
般
の
運
用
に
携
わ
っ
て
い
た
。

算

用

聞

【

1
6
5】

さ
ん
よ
う
き
き

鍔
用
聞
の
初
任
は
寛
文
八
年
[
-
六
六
八
]

で
諸
書
が

一
致
し
て
お
り
、
こ
の
年
の
万
雑
帳
に
荻
田
屋
の
名
が
初
見
で

よ

こ

め

あ
る
。
始
め
は

一
人
で
あ
っ
た
が
「
要
用
記
・
河
内
屋
留
帳
」
に
よ
る
と
享
保

一
九
年
[
-
七
三
四
]
七
月
に
横
目
（
監

察
）
の
任
務
を
も
つ
算
用
聞
一
人
を
増
員
し
た
と
い
う
。
し
か
し
「
要
用
記
」
に
記
載
の
歴
代
名
簿
に
よ
る
と
貞
享
五
年

し
て
い
る
。

町
肝
煎
の
諸
役
免
許
は
承
応
二
年

[
-
六
五
三
]

し
い
。
後
に
は
銀
四

0
0
目
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

―二
月
の

(24) 

「
御
印
」
に
初
見
さ
れ
、
改
作
法
後
に
町
肝
煎
の
責
任
が

享
保
十
九
年

今
石
動
御
奉
行
所

(24)
御
印

城
端
町
黒
田
屋
与
次
兵
衛
絹
屋
助
左
衛
門
用
所
申
付

候
内
諸
役
令
免
許
者
也

承
応
二
年

(25)
城
端
町
惣
代
肝
煎

御
手
前
支
配
之
者
共
之
内
年
頭
献
上
者
之
俵
別
紙
二

記
指
越
候
間
…
…

御
覚
書
之
内

巳
年
頭

一
、
鳥
目
百
疋

城
端
惣
代
肝
煎
壱
人

右
之
通
本
多
安
房
守
殿
よ
り
由
来
写
遣
之
候
条
、
得

其
意
本
年
頭
前
々
之
通
可
献
上
之
候
。
以
上
。篠
嶋
主
馬

十
二
月
二
十

一
日

城
端
年
寄
・
肝
煎

(26)
元
禄
六
年
品
々
帳

一
、
年
四
拾
四
浜
屋
宗
右
衛
門

一
、
年
五
拾
四
紙
屋
五
右
衛
門

(27)
寛
文
享
保
書
付

町

肝

煎

勤

方

之

品

書

上

申

帳

城

端

一、

御
参
勤
御
焔
城
之
硼
者
、
私
共
之
内
壱
人
今
石

動
江
罷
越
、
町
会
所
…
…

一
、
町
中
宗
門
紛
敷
義
無
御
座
様
常
々
吟
味
…
…

一
、
町
中
万
雑
割
之
…
…

（
等
十
五
項
目
省
略
）

右
私
共
勤
方
之
趣
害
上
申
候
。
以
上
。
城
端
町
肝
煎
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の
状
態
や
絹
業
の
推
移
を
詳
細
に
藩
に
報
告
し
て
い
る
。

代
目
紙
屋
は
町
肝
煎
に
転
じ
た
。

[
―
六
八
凸
以
降
は
二
人
い
る
時
期
が
多
い
の
で
、
前
記
増
員
説
は
信
用
し
に
く
い
。

ま
ち
ょ
こ
め

天
和
ご
ろ
に
は
町
横
目
と
呼
称
さ
れ
、
嘉
永
六
年
[
-
八
五
三
]

(28) 

な
お
「
河
内
屋
留
帳
」
か
ら
、
享
保
二
0
年

[
-
七
三
五
]

記
録
す
る
。

算
用
聞
の
家
格
【
1
6
5】

算
用
聞
も
三
役
人
と
し
て
由
緒
あ
る
家
柄
か
ら
選
ば
れ
た
。「
要
用
記
」

(29) 

こ
こ
で
は
元
禄
六
年
[
-
六
九
三
]
当
時
の
鉢
用
聞
、
見
座
屋
（
西
下
町
）
と
浜
屋
（
西
上
町
）
に
つ
い
て
「
元
禄
六

く

さ

わ

年
品
々
帳
」
か
ら
引
用
す
る
。
両
家
と
も
天
正
年
代
[
-
五
七
0
年
代
]
に
来
住
し
た
草
分
け
町
人
で
あ
り
、
絹
商
売
を

営
む
一
流
の
町
人
だ

っ
た
。

算
用
聞
の
任
務
【
1
6
8】

ま
え
が
き

算
用
聞
も
任
命
時
に
誓
詞
を
提
出
し
た
。
こ
の
誓
詞
の
前
書
に
任
務
の
大
要
が
述
べ
て
あ
る
。

(30)

き
し
ょ
う
も
ん
ま
え
が
き

「
袖
鑑
」
に
よ
る
享
保
一
九
年
[
-
七
三
四
]
四
月
の
起
請
文
前
書
で
は
、
肝
煎
に
よ
る
年
貢
や
万
雑
な
ど
の
財
政
業

務
の
監
査
が
最
大
の
任
務
で
、
こ
れ
に
関
連
し
て
給
銀
や
藩
買
上
品
の
適
正
値
段
の
監
査
が
あ
る
。

ま
た
、
横
目
（
監
察
）
と
し
て
の
役
割
と
し
て
、
公
平
な
行
政
維
持
と
違
反
者
の
報
告
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
町
人
経
済

算
用
聞
の
活
動
【
1
6
9】

準
町
役
人
【
1
7
4】

で
は
、
初
代
荻
田
屋
は
そ
の
後
退
転
し
、

ニ

算
用
聞
の
実
際
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
安
政
年
間
の
横
目
肝
煎
松
屋
が
藩
に
報
告
し
た
文
書
控

「
御
注
進
書
物
等
留

帳
」
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
概
要
を
記
す
と
、

①
治
安
関
係
で
は
安
政
五
年
[
-
八
五
八
]

二
月
二
六
日
、
大
地
震
の
被

害
状
況
、
同
六
年
八
月

一
六
日
コ
レ
ラ
流
行
状
況
な
ど
、

②
経
済
関
係
で
は
安
政
五
年
七
月
二
六
日
、
福
光
村
や
福
野
村

の
暴
動
と
井
波
町
の
騒
動
に
つ
い
て
な
ど
、

③
世
情
雑
報
と
し
て
は
安
政
三
年

[
-
八
五
六
]

わ
か
れ
ん
じ
ゅ
う

内
で
の
若
連
中
の
お
ど
り
典
行
の
賑
わ
い
に
つ
い
て
な
ど
を
報
告
し
て
い
る
。

1
0
月

一
日
、
善
徳
寺
境

よ
こ
め
き
も
い
り

―一

月
に
算
用
聞
は
横
目
肝
煎
と
改
称
さ
れ
た
。

ひ
め
ん

1
0
月
に
算
用
聞
見
座
屋
安
兵
衛
が
罷
免
さ
れ
た
逸
話
を

(28)
河
内
屋
留
帳

事
件
は
、
鉢
用
聞
・
見
座
屋
安
兵
衛
が
東
上
町
の
後

家
香
城
寺
屋
ろ
く
に
対
し
て
、
町
貯
用
銀
の
貸
付
の

世
話
を
し
な
が
ら
同
家
へ
入
婿
願
を
し
た
こ
と
を
、

職
務
上
不
都
合
の
行
為
と
し
て
処
断
さ
れ
た
も
の
。

享
保
二
十
年
十
月

(29)
元
禄
六
年
品
々
帳

一
、
年
五
拾
五

見
座
屋
八
右
衛
門

一
、
年
三
拾
九
は
ま
や
半
七

(30)
袖
鑑

起
請
文
前
守
之
事

一
、
私
共
義
今
石
動
氷
見
城
端
町
打
用
聞
役
人
、
所

切
就
被
仰
付
候
。
今
般
誓
詞
御
改
替
、
跡
々
之
こ
と

く
相
勤
可
申
…
…

（以
下
七
項
目
省
略
）

享
保
十
九
年
四
月
二
日
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し
た
ら
し
い
。

町
役
人
の
中
で
代
々
あ
る
い
は
永
年
に
役
を
勤
め
た
者
は
、
退
役
後
も
準
町
役
人
と
し
て
特
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
天
保
五
年
[
-
八
三
四
]
に
は
町
年
寄
小
坂
屋
に
銀

一
0
枚
が
下
さ
れ
町
役
免
許
に
な
っ
た
の
が
最
初
で
、
町

年
寄
格
や
肝
煎
格
と
し
て
名
誉
と
諸
役
・
諸
番
免
許
と
い
う
実
質
的
利
益
を
も
っ
て
、
永
年
の
苦
労
に
報
い
る
待
遇
で

組
合
頭
と
そ
の
家
格
【
1
7
5】

（

み

あ

い

が

し

ら

さ

か

の

ぽ

組
合
頭
の
初
任
も
古
く
、
町
創
建
ま
で
遡
る
で
あ
ろ
う

。
「
元
禄
六
年
品
々
帳
」
に
は
、
東
上
・
東
下
・
西
上
•
西

下
・
大
工
・
出
丸
・
東
新
田
・
西
新
田
・
新
町
野
下
町
の
そ
れ
ぞ
れ
に

一
人
ず
つ
の
九
名
を
書
き
上
げ
て
い
る
が
、
前
掲

「
畑
家
文
書
」

の
元
禄
二
年

[
-
六
八
九
]
書
上
げ
に
は

―二
名
、
明
和
二
年
[
-
七
六
五
]
に
は
三
五
名
の
組
合
頭
名

が
あ
る
。
こ
れ
に
は

一
町
に
三
名
な
い
し
五
名
を
連
署
し
て
い
る
か
ら
、
「
元
禄
六
年
品
々
帳
」
は
そ
の
箪
頭
者
を
記
録

組
合
頭
の
任
務
【
1
7
6】

組
合
頭
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
に
限
っ
て
町
政
に
参
画
し
た
の
で
権
限
は
三
役
ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ
た
が
、
直
接
町

げ
じ
ょ
‘

民
に
接
し
て
苦
楽
を
共
に
す
る
意
味
で
、
最
も
下
情
に
通
じ
た
町
役
人
で
あ
っ
た
。

さ
ん
か
い

月
二
回
の
定
例
集
会
日
に
参
会
し
、
藩
政
を
理
解
し
て
町
民
に
徹
底
し
、
実
行
さ
せ
る
責
任
が
あ
り
、
最
末
端
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
。
一

方
、
町
人
の
代
表
と
し
て
上
に
通
ず
る
第

一
番
の
窓
口
で
も
あ
っ
た
。

(31) 

こ
の
性
格
は
「
要
用
記
」

あ
っ
た
。

の
文
化
六
年
[
-
八
0
九
]
町
奉
行
・
篠
原
頼
母
の
申
渡
書
に
、
町
民
の
代
表
で
あ
る
こ
と

と
、
こ
れ
を
妨
害
す
る
も
の
は
例
え
上
の
命
令
で
あ
っ
て
も
申
し
出
る
よ
う
に
基
本
的
精
神
を
申
し
渡
し
て
い
る
。

ま

じ

め

と

ば

く

娯
楽
の
少
な
い
江
戸
時
代
に
、
真
面
目
で
質
素
な
生
活
を
妨
げ
る
も
の
の

―
つ
は
賭
博
で
あ
っ
た
。

「
寛
文
享
保
書
付
」
に
よ
る
と
、
寛
保
三
年
[
-
七
四
三
]
町
奉
行
は
賭
博
禁
止
に
つ
い
て
厳
重
な
申
渡
し
を
し
て
い

さ
っ
そ
く

る
。
早
速
町
役
人
は
申
渡
書
面
写
し
に
よ
っ
て
組
合
頭
に
取
締
ら
せ
た
。

こ
の
命
令
を
受
け
た
組
合
頭
は
、
請
状
を
提
出
す
る
と
と
も
に
こ
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
た
め
、
主
だ
っ
た
者
を
集
め
て

(32) 

懇
切
に
解
説
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
組
中
に
回
覧
し
た
。
こ
の
紙
面
之
写
を
「
寛
文
享
保
書
付
」
か
ら
転
載
す
る
。

お
く
が
き

こ
の
誓
約
書
に
各
五
人
組
ご
と
の
署
名
捺
印
を
さ
せ
、
組
合
頭
が
奥
書
を
加
え
て
町
肝
煎
へ
提
出
し
た
。
こ
れ
が
組
合

寛
保
三
年

何
町
組
中

町
役
人

(31)
要
用
記

組
合
頭
へ

町
中
之
俄
者
五
人
組
を
本
と
し
て
其
所
々
人
々
手
前

之
儀
能
上
へ
可
達
た
め
二
、
其
方
共
を
立
置
事
二
候

得
ハ
、
第

一
人
々
家
内
之
取
治
メ
夫
々
之
家
業
精
不

精
之
訳
能
相
察
…
…

町
奉
行
・
篠
原
頼
母
＠

文
化
六
年
九
月

(32)
寛
文
享
保
書
付

壱
組
切
町
中
人
々
江
申
渡
候
紙
面
之
写

御
当
地
之
内
博
突
等
仕
其
外
不
所
在
之
者
共
有
之

候
義
就
被
為
聞
召
、
今
般
三
役
人
並
町
中
組
合
頭
惣

代
等
今
石
動
へ
被
為
召
出
、
段
々
被
為
仰
渡
之
上
氷

見
嘉
左
衛
門
様
城
端
へ
御
越
被
遊
、

．．．．．． 
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に
関
す
る
事
項
が
「
城
端
町
史
」
よ
り
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

【

1
8
2】
(33) 

「
組
中
人
々
手
前
品
々
覚
書
帳
」
（
元
禄
六
年
品
々
帳
）
に
よ
っ
て
、
元
禄
六
年
[
-
六
九
三
]
に
お
け
る
町
人
構
造

三、

元
禄
六
年
に
お
け
る
町
人
の
構
造

頭
の
任
務
と
活
動
の

一
端
で
あ
る
。

(33)
組
中
人
々
手
前
品
々
覚
書
帳

城
端
町
史
の

一
八
二
頁
か
ら
ニ
ニ

0
頁
に
掲
載
。

36 


